
社会貢献を目的とする非営利活動ですか？

※ CSR、SDGsに関連した活動も対象となる場合がございます。

申し訳ございませんが、
ご利用いただけません

営利活動、会員向けのサークル活
動や勉強会などは対象となりません。

承認通知から5日以内*に、
利用料金をお支払いください

※ 振込または窓口支払となります。

はい

いいえ

承認不承認

ご相談ください！

活動の詳細をヒアリングした上で、ご利
用いただけるかどうか判断させていただき
ます。まずはお気軽にご相談ください。

ご利用申請に必要なもの

• 利用申請書 ・ 企画書

• (あれば)会則・定款等、名簿やちらし、パンフレット等

メール・FAX・お電話でのお申し込みはできません。必ず来
館してご提出ください。

申請書はHPからダウンロードしてご利用ください。

企画書の規定書式は特にございません。A4サイズ1枚に、
以下の項目について記載ください：

①開催日時 ②企画（イベント）名称 ③当日のタイム
スケジュールと内容 ④飲食の有無 ⑤参加費の有無・
金額 ⑥余剰金が出た場合の対応について

申し訳ございま
せんが、

ご利用いただけ
ません

新宿区内の団体ですか？

新宿区内に主たる事務所を置くNPO法
人や非営利型の法人は、団体登録され
ますと、利用料金がさらに 半額減免 と
なります！

詳しい条件や必要書類等については、
お問い合わせください！

申請

機材をご利用ですか？

プロジェクターや延長コード、アンプセット
などは無料でお貸出ししております。

数に限りがございますので、お支払い後
に窓口で直接、または電話、メール、
FAX等でお申し込みください。

審査

※ 内容によって1週間～1ヶ月ほどかかる場合がございます。
余裕をもってお申し込みください。

ご利用当日に必要なもの

• 利用承認書、または利用申請書の写し

* 承認日から土日・休館日を除く5日後を支払期
限とします。承認日から5日以内に利用日とな
る場合は、利用日が支払期限となります。
支払期限は承認の際にお知らせします。

支払

お申込み・お問い合わせはこちらまで

TEL: 03-5386-1315 Email: hiroba@s-nponet.net

新宿NPO協働推進センター

ご利用の流れ

対象かどうかよくわからない…

耳寄り情報！

耳寄り情報！


